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参考資料 2  

 

関係法令・通知等 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）抜粋 

(この法律の目的) 

第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対

し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助

長することを目的とする。 

(無差別平等) 

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)

を、無差別平等に受けることができる。 

(最低生活) 

第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるも

のでなければならない。 

(保護の補足性) 

第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の

生活の維持のために活用することを要件として行われる。 

２ 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこ

の法律による保護に優先して行われるものとする。 

３ 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 

(申請による保護の開始及び変更) 

第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別

の事情があるときは、この限りでない。 

一 要保護者の氏名及び住所又は居所 

二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係 

三 保護を受けようとする理由 

四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び

他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) 

五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令

で定める事項 

２ 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚

生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の

事情があるときは、この限りでない。 

３ 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申

請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 
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４ 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 

５ 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及

び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすこと

ができる。 

６ 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつた

ときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 

７ 保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却

下したものとみなすことができる。 

８ 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場

合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじ

め、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただ

し、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 

９ 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。 

１０ 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたと

きは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に

関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付し

なければならない。 

(相談及び助言) 

第二十七条の二 保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業及び第五十五

条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保

護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。 

(報告、調査及び検診) 

第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除

く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産

及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要

保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事

項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受

けるべき旨を命ずることができる。 

２ 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必

要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生

労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若し

くは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。 

３ 第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示

す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

５ 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立

入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わな

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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いときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることがで

きる。 

 

生活保護法による保護の実施要領について 

（昭和 38 年 4 月 1 日社発第 246 号厚生省社会局長通知）抜粋 

第 7－8 生業費、技能修得費及び就職支度費 

（2）技能修得費 

  ア 技能修得費（高等学校等就学費を除く） 

  （キ） （ウ）による限度額を超えて費用を必要とする場合であって、次のいずれかに該当するときは、

380,000 円の範囲内において特別基準の設定があったものとして取り扱って差しつかえないこと。 

      この場合、給付にあたっては、必要と認められる最小限度の額を確認の上、その都度分割して給

付するものとすること。 

    ｂ 自動車運転免許を取得する場合（免許の取得が雇用の条件になっている等確実に就労するために

必要な場合に限る。） 

 

生活保護法による医療扶助運営要領について 

（昭和 36 年 9 月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）抜粋 

第 3 医療扶助実施方式 

9 移送の給付 

（1）給付方針 

   移送の給付については、個別にその内容を審査し、次に掲げる範囲の移送について給付を行うものとす

る。 

   また、給付については、療養に必要な最小限度の日数に限り、傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的

な経路及び交通手段によって行うものであること。 

   経済的かつ合理的な経路及び交通手段についての判断に当たっては、同一の病態にある当該地域の他の

患者との均衡を失しないようにすること。 

（2）給付の範囲 

   アからクまでに掲げる場合において給付を行う。 

   受診する医療機関については、原則として要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関に限

るものであること。 

   ただし、傷病等の状態により、要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関での対応が困難

な場合は、専門的治療の必要性、治療実績、患者である被保護者と主治医との信頼関係、同一の病態にあ

る当該地域の他の患者の受診行動等を総合的に勘案し、適切な医療機関への受診が認められる。 

   ア 医療機関に電車・バス等により受診する場合で、当該受診に係る交通費が必要な場合 

   イ 被保護者の傷病、障害等の状態により、電車・バス等の利用が著しく困難な者が医療機関に受診す

る際の交通費が必要な場合 

   ウ 検診命令により検診を受ける際に交通費が必要となる場合 

   エ 医師の往診等に係る交通費又は燃料費が必要となる場合 

   オ 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に搬送される場合 

   カ 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の
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医療機関では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられ

る最寄りの医療機関に移送を行う場合 

   キ 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、

医師の指示により緊急に転院する場合 

   ク 医療の給付対象として認められている移植手術を行うために、臓器等の摘出を行う医師等の派遣及

び摘出臓器等の搬送に交通費又は搬送代が必要な場合（ただし、国内搬送に限る。） 

     なお、福祉事務所において審査の結果、なお疑義がある場合及び上記の範囲で対応が困難な場合に

ついては、都道府県本庁に技術的助言を求めた上で、移送の給付が真に必要であると認められる場合

には、給付を認めて差し支えないこと。 

(3)給付手続き 

 ア 給付手続きの周知 

  要保護者に対し、移送の給付について、その内容と原則として事前の申請や領収書等の提出が必要である

ことを周知すること。 

 イ 給付決定に関する審査 

  被保護者から申請があった場合、給付要否意見書（移送）により主治医の意見を確認するとともに、その

内容に関する嘱託医協議及び必要に応じて検診命令を行い、福祉事務所において必要性を判断し、給付の対

象となる医療機関、受診日数の程度、経路及び利用する交通機関を適正に決定すること。 

  ただし、医療要否意見書等により、移送を要することが明らかな場合であり、かつ、移送に要する交通費

等が確実に確認できる場合は、給付要否意見書（移送）の提出を求める必要はないこと。 

  なお、移送の際に利用する交通機関については、地域の実態料金や複数事業者の見積等により検討を行っ

た上で、最も経済的な交通機関を福祉事務所において決定すること。 

  また、福祉事務所において給付を決定する以前に交通機関を利用した際の交通費や、福祉事務所において

決定した医療機関、受診日数の程度、経路、交通機関と異なることにより生じた交通費については、原則と

して給付の対象にならないものであること。 

 ウ 事後申請の取扱い 

  緊急の場合等であって、事前の申請が困難なやむを得ない事由があると認められる場合であって、当該事

由が消失した後速やかに申請があったときは、事後の申請であっても内容確認の上、給付を行って差し支え

ないこと。 

 エ 継続的給付の場合の手続 

  翌月にわたって移送の給付を必要とするときは、引き続き移送の給付を行って差し支えないが、その者が

３か月を超えて移送の給付を必要とするときは、第４月分の移送を決定する前にあらかじめ給付要否意見書

（移送）等を参考に、継続の要否を十分に検討すること。 

  ただし、被保護者の傷病等の状態により、３か月を超えて移送の給付を必要とすることが明らかであり、

かつ、電車・バス等の公共交通機関を利用している場合は、第７月分の移送を決定する前に、給付要否意見

書（移送）等を参考に、継続の要否を検討することとして差し支えないこと。 

(4)費用 

 ア 移送に要する費用は、傷病等の状態に応じ、経済的かつ合理的な方法及び経路により移送を行ったもの

として算定される最小限度の実費（医学的管理等のため付添人を必要とする場合に限り、当該付添人の日

当等も含む。） 

  なお、身体障害者等の割引運賃が利用できる場合には、当該割引運賃を用いて算定した額とすること。 
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 イ （略） 

 

堺市生活保護法施行細則（平成８年規則第３６号）抜粋 

（保護の申請） 

第３条 法第２４条第１項又は第９項の規定による申請をしようとする者は保護申請書（様式第１０号（甲））

を、同条第９項の規定による申請をしようとする者は保護変更申請書（被服費）（様式第１０号（乙の１））、

保護変更申請書（おむつ購入費）（様式第１０号（乙の２））、保護変更申請書（家具什器費）（様式第１０号

（乙の３））、保護変更申請書（移送費）（様式第１０号（乙の４））、保護変更申請書（敷金）（様式第１０号

（乙の５））、保護変更申請書（家屋補修・水道設備・家財処分・家財保管）・計画書（様式第１０号（乙の

６））、保護変更申請書（出産扶助）（様式第１０号（乙の７））、保護変更申請書（生業費・就職支度費・技能

修得費）（様式第１０号（乙の８））、保護変更申請書（通院移送費）（様式第１０号（乙の９））又は保護申請

書を保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。 

２、３（略） 
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社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）抜粋 

(組織) 

第 15 条 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長

が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を

置くことを要しない。 

一 指導監督を行う所員 

二 現業を行う所員 

三 事務を行う所員 

２ 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を

掌理する。 

３ 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。 

４ 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問

し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の

有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。 

５ 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。 

６ 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。 

(所員の定数) 

第 16 条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各

号に掲げる数を標準として定めるものとする。 

一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」と

いう。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一

を加えた数 

二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯

数が八十を増すごとに、これに一を加えた数 

三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯

数が八十を増すごとに、これに一を加えた数 

 

 


